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（午前９時３０分 開議） 

〇議長（中川靖広君） おはようございます。 

ただいまの出席議員は１２名で、全員出席であります。  

よって、これより本会議を再開し、ただちに本日の会議を開きます。  

本日の議事日程は、開会初日に決定したとおりであります。これに従い、議事を進め

てまいります。  

まず、日程１．建設水道常任委員長報告について、建設水道常任委員長の審査結果報

告を求めます。  

４番、小城委員長。  

〇４番（小城世督君）  おはようございます。 

それでは、開会中の６月１０日に開催しました建設水道常任委員会の審査概要につい

て報告させていただきます。  

はじめに付託議案についてでございます。今回当委員会に付託された議案はございま

せんでした。  

次に、継続審査案件であります、都市基盤整備事業に関することについては、いかる

がパークウェイの五百井・興留区間の工事状況についての報告がありました。委員より、

工事区間、発掘調査について、県道との交差点についての質疑があり、理事者より答弁

されています。継続審査については、報告を受け一定の審査を行ったということで終わ

りました。  

次に、各課報告事項について、１点目といたしまして、令和５年度斑鳩町文化振興セ

ンター指定管理者事業報告について報告を受けました。委員より、施設の利用状況、全

体の利用率を伸ばす方法、光熱費、収益について質疑があり、理事者より答弁されてい

ます。 

２点目として、令和５年度斑鳩の里観光案内所（法隆寺ｉセンター）及び斑鳩町観光

自動車駐車場指定管理者事業報告について、報告を受けました。委員より、収入の状況

について質疑があり、理事者より答弁されています。  

  ３点目として、水道料金不納欠損処分について、報告を受けました。委員より、給水

停止について質疑があり、理事者より答弁を受けています。  

４点目として、下水道使用料不納欠損処分について、報告を受けました。委員より、

請求件数について質疑があり、理事者より答弁されています。  

５点目として、斑鳩の里観光案内所（法隆寺ｉセンター）及び斑鳩町観光自動車駐車
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場指定管理者の選定手続き（案）について報告を受けました。委員より、 iセンターの

利用方法や公募導入のタイミング、業務内容、選定基準、ボランティア団体との関係に

ついて質疑があり、理事者より答弁されています。  

６点目として水道事業の県域一体化について報告を受けました。委員より、関係条例

の上程時期について、料金改定の方法などについて質疑があり、理事者より答弁されて

います。  

また、口頭報告として、町有地（町営住宅正隆寺団地跡地）の売払いについて、報告

がありました。以上で、各課報告事項については終わりました。  

次に、その他について、委員より、法隆寺観光自動車駐車場の料金について、無許可

太陽光パネルの設置について、不良舗装工事等について質問や意見があり、理事者より

答弁されております。  

最後に、継続審査の取り扱いを確認し、建設水道常任委員会を閉会いたしました。  

以上が、当委員会の審査の概要です。詳細につきましては会議録に整理しますので、

ご覧いただきますようお願いしまして、報告とさせていただきます。  

ご清聴ありがとうございました。  

〇議長（中川靖広君）  次に、日程２．厚生常任委員長報告について、厚生常任委員会の

審査結果報告を求めます。  

１番、溝部委員長。  

〇１番（溝部真紀子君） それでは、開会中の６月１１日に開催した厚生常任委員会の審

査の概要について報告させていただきます。  

初めに本委員会に付託されました４議案について、すべて満場一致で原案通り可決す

べきものと決しましたことをご報告いたします。  

 まず、議案第２９号  斑鳩町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の

一部を改正する条例について、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改

正が行われたことに伴い、この改正内容に準じ、所要の改正を行うというものでした。

委員より保育士の配置について、配置基準の改正に伴う費用負担についてなど質疑があ

り理事者より答弁されています。  

次に、議案第３０号 斑鳩町保育の実施に関する条例の一部を改正する条例について、

令和６年度の地方税制改正による個人住民税の定額減税の実施にあたり、今後国の様々

な税制改正に対応できるよう、所要の改正を行うというものでした。  

次に、議案第３１号 斑鳩町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定
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子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につ

いて、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準の一部改正が行われたことに伴い、所要の改正を行うというもの

でした。委員より、事業所の運営規定のインターネット掲載について質疑があり理事者

より答弁されています。 

次に、議案第３３号 斑鳩町地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基

準に関する条例の一部を改正する条例について、介護保険法施行規則及び指定介護予防

支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準の一部改正が行われたことに伴い、所要の改正を行うという

ものでした。委員より常勤換算方法について、また今後の採用について質疑があり理事

者より答弁されています。  

次に、継続審査ですが、環境保全及びごみ減量化・資源化の推進に関することについ

て、令和５年度の廃棄物・資源物の排出量について、戸別収集についての現時点の考え

方について報告がありました。委員より生ごみの排出量について、可燃ごみの内訳や雑

紙分別の周知方法等について、非自治会員、新規転入者や、外国人へのごみ分別の周知

について、議長より戸別収集についての地域への聞き取り方法などについて質疑があり

理事者より答弁されています。  

最後に、継続審査の取り扱いを確認し、厚生常任委員会を閉会しました。  

以上が当委員会の審査の概要です。詳細につきましては会議録に整理いたしますので

ご覧いただきますようお願いいたしまして、報告とさせていただきます。ご清聴ありが

とうございました。  

〇議長（中川靖広君）  次に、日程３．総務常任委員長報告について、総務常任委員長の

審査結果報告を求めます。  

２番、齋藤委員長。  

〇２番（齋藤文夫君）  それでは、開会中の６月１３日に開催した総務常任委員会の審査

の概要について報告させていただきます。  

はじめに、本委員会に付託されました２議案については、すべて満場一致で原案どお

り可決すべきものと決しましたことをご報告します。  

まずは、議案第３２号  斑鳩町立学童保育室条例の一部を改正する条例についてです。

“町立小学校の在籍児童”としている学童保育室の入室資格について、“小学校に就学

している児童であって、町内に住所を有する児童又は町内の小学校に在籍する児童”と
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するよう、所要の改正を行うものです。委員より、改正を行った理由について、各学校

の学童定員と在籍児童数と空き状況等の質疑があり、理事者より答弁されています。  

次に、議案第３４号 中央体育館空調設備整備工事請負契約の締結についてです。ス

ポーツ実施時の熱中症を防止するとともに、スポーツ施設及び避難所施設としての環境

を向上するため、中央体育館アリーナ、サブアリーナ及び武道場に空調設備を整備する

ものです。委員より、工事の難易度について、中央体育館の築年数について、費用対効

果について、町の負担額について、稼働見込み等について質疑があり、理事者より答弁

されています。  

次に、継続審査、斑鳩町における発掘調査等の文化財の調査、保存及び活用に関する

ことについてを議題とし、理事者に報告を求めたところ、ひとつ目、斑鳩町文化財活用

センターの令和５年度の入館状況について、二つ目に、文化財センター春季企画展「発

掘調査速報展  新たに見つかった斑鳩のお宝」関連行事の歴史講演会の開催について、

三つ目に、斑鳩町文化財活用センター運営委員会について、四つ目に、史跡藤ノ木古墳

の春季石室特別公開について、閉会中委員会での質疑への答弁として、史跡藤ノ木古墳

の文化財体験アプリ「ＡＲ藤ノ木古墳散策」のダウンロード数について報告がありまし

た。委員より、藤ノ木古墳の石室公開等のリピーター数について質疑があり、理事者よ

り答弁されています。  

次に、各課報告事項として、１．令和５年度町税収納状況について報告があり、委員

より、滞納分の収納努力について質疑があり、理事者より答弁されています。  

次に、２．定額減税補足給付金（調整給付）について、新たな経済に向けた給付金・

定額減税一体措置のイメージ等についての報告がありました。委員より、定額減税実施

に伴う町財政への影響について質疑があり、理事者より答弁されています。  

次に、口頭報告として、１．職員採用試験の実施について、２．安全・安心にくらせ

る防犯拠点開所式の開催について、３．企業版ふるさと納税の受入れについて、４．子

ども議会の開催について報告がありました。委員より、企業版ふるさと納税の寄付額に

ついて質疑があり、理事者より答弁されています。  

次に、その他については、委員より中央体育館の施設の利用について質疑があり、理

事者より答弁されています。  

最後に、継続審査の取り扱いを確認し、総務常任委員会を閉会しました。  

以上が、当委員会の審査の概要です。詳細につきましては会議録に整理いたしますの

で、ご覧いただきますようお願いしまして、報告とさせていただきます。  
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ご清聴ありがとうございました。  

〇議長（中川靖広君）  以上で各委員長の報告が終わりました。  

これより、付議順序に従いまして表決を行ってまいります。  

はじめに、議案第２９号 斑鳩町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条

例の一部を改正する条例についてをお諮りします。  

 本案については、質疑、討論を省略し、委員長報告どおり可決することにご異議ござい

ませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

〇議長（中川靖広君）  異議なしと認めます。 

よって、議案第２９号については、満場一致で可決されました。  

続いて、議案第３０号  斑鳩町保育の実施に関する条例の一部を改正する条例につい

てをお諮りします。  

  本案については、質疑、討論を省略し、委員長報告どおり可決することにご異議ござ

いませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

〇議長（中川靖広君）  異議なしと認めます。 

よって、議案第３０号については、満場一致で可決されました。  

次に、議案第３１号 斑鳩町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定

子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につ

いてをお諮りします。  

  本案については、質疑、討論を省略し、委員長報告どおり可決することにご異議ござ

いませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

〇議長（中川靖広君）  異議なしと認めます。 

よって、議案第３１号については、満場一致で可決されました。  

次に、議案第３２号 斑鳩町立学童保育室条例の一部を改正する条例についてをお諮

りします。  

  本案については、質疑、討論を省略し、委員長報告どおり可決することにご異議ござ

いませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

〇議長（中川靖広君）  異議なしと認めます。 
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よって、議案第３２号については、満場一致で可決されました。  

次に、議案第３３号 斑鳩町地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基

準に関する条例の一部を改正する条例についてをお諮りします。  

 本案については、質疑、討論を省略し、委員長報告どおり可決することにご異議ござい

ませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

〇議長（中川靖広君）  異議なしと認めます。 

よって、議案第３３号については、満場一致で可決されました。  

次に、議案第３４号 中央体育館空調設備整備工事請負契約の締結についてをお諮り

します。  

  本案については、質疑、討論を省略し、委員長報告どおり可決することにご異議ござ

いませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

〇議長（中川靖広君）  異議なしと認めます。 

よって、議案第３４号については、満場一致で可決されました。  

ここでお諮りします。  

皆さんのお手元に配布しております、追加日程１．選挙第１号  奈良県後期高齢者医

療広域連合議会議員の選挙について、追加日程２．発議第２号  ガザ地区の即時停戦の

ための積極的外交を政府に求める意見書についてを日程に追加し、日程の順序を変更し、

先に審議することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

〇議長（中川靖広君）  異議なしと認めます。 

よって、追加日程１．選挙第１号、追加日程２．発議第２号を日程に追加し、日程の

順序を変更し、先に審議することに決しました。  

それでは、追加日程１．選挙第１号  奈良県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙

についてを議題とし、これより選挙を行います。  

奈良県後期高齢者医療広域連合議会議員につきましては、町村議会議員から選出する

広域連合議会議員について欠員が１名生じたため、町村議会議員から１名を選出するこ

とになりますが、３名の立候補がありましたので、同広域連合規約に基づき、すべての

町村議会において選挙が行われることになったものです。  

この選挙は、広域連合規約第８条の規定により、すべての町村議会の選挙における得
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票総数により当選人を決定することになっておりますので、会議規則第３３条の規定に

基づく当選人の報告及び当選人への告知は行えません。  

お諮りします。  

選挙結果の報告については、会議規則第３３条の規定にかかわらず、有効投票のうち

候補者の得票数までを報告をすることにしたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

〇議長（中川靖広君）  異議なしと認めます。よって、選挙結果の報告については、会議

規則第３３条の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の得票数までを報告すること

に決定しました。  

これより投票を行います。  

議場の出入り口を閉鎖します。  

（ 議場閉鎖  ） 

〇議長（中川靖広君）  ただいまの出席議員は１２名であります。  

次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に９番 

横田議員、１０番  宮﨑議員を指名します。両議員には、よろしくお願いします。  

投票用紙を配布します。 

（ 投票用紙配布  ） 

〇議長（中川靖広君）  投票は単記無記名であります。白票は無効とします。  

投票用紙の配布漏れはございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

〇議長（中川靖広君）  配布漏れなしと認めます。  

投票箱を点検します。  

（ 投票箱点検 ） 

〇議長（中川靖広君）  異状なしと認めます。 

これより投票を行います。投票用紙には被選挙人の氏名を記載の上、１番議員から順

番に投票をお願いします。  

（ 投 票 ） 

〇議長（中川靖広君）  投票漏れはございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

〇議長（中川靖広君）  投票漏れなしと認めます。  
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投票を終了します。  

開票を行います。横田議員、宮﨑議員の立ち合いをお願いします。  

（ 事務局長及び立会人、開票  ） 

〇議長（中川靖広君）  選挙結果を報告します。  

投票総数１２票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。  

有効投票１２票、無効投票０票です。  

有効投票のうち、青木義勝候補１０票。松田哲子候補０票。坂本博道候補２票。 

  以上のとおりであります。  

議場の出入り口の閉鎖を解きます。  

（ 議場閉鎖を解く ） 

〇議長（中川靖広君）  ただ今の選挙の結果につきましては、奈良県後期高齢者医療広域

連合議会議員選挙長へ報告します。   

続いて、追加日程２．発議第２号、ガザ地区の即時停戦のための積極的外交を政府に

求める意見書についてを議題とします。  

提出者の説明を求めます。  

１２番、木澤議員。  

〇１２番（木澤正男君） それでは、発議第２号に対する提案説明をさせていただきます。  

  まず、議案書を朗読いたします。  

  発議第２号  

ガザ地区の即時停戦のための積極的外交を政府に求める意見書について  

  標記について、地方自治法第１１２条の規定により別紙のとおり提出し、議会の議決

を求めます。   

                                              令和６年６月２０日提出  

議 会 議 員 

濱   眞理子 

木 澤 正 男 

  それでは、意見書本文の朗読をもちまして説明にかえさせていただきたいと思います。  

ガザ地区の即時停戦のための積極的外交を政府に求める意見書  

パレスチナ自治区・ガザ地区（以下「ガザ地区」という。）を実効支配するイスラム

組織ハマスによるイスラエル攻撃と人質連行に対し、イスラエルはガザ地区に対する大

規模攻撃による侵攻を行い、ガザ地区の人道状況は、ユニセフ広報官が子どもたちの墓
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場と化し、人々の生き地獄となっていると発言するなど、深刻な危機に直面しています。  

報道によると、すでに３３，０００人以上が犠牲になり、このうち１４，０００人が

子どもという異常な状況です。  

今年１月２６日、国際司法裁判所（ＩＣＪ）はガザ地区においてジェノサイドが進行

している可能性を認識し、パレスチナ人に対してジェノサイド条約によって保護される

べき権利があると指摘しました。しかし、その後も犠牲者の数は増える一方で、難民の

さらなる迫害が発生しています。２月初旬に期待された停戦も合意されず、出国が認め

られなかったり、人道支援ルートもほぼ閉鎖されている上に、食料支援トラックが爆破

されたり、支援を待つ人の群れへの攻撃も行われるなどして、人口の７割以上が壊滅的

なレベルの飢餓に苦しんでいます。この４月５日には人道支援活動を行っていた慈善団

体「ワールドセントラルキッチン（ＷＣＫ）」の職員７人がイスラエル軍による空爆で

殺害されました。  

双方の自衛権の尊重や人質の早期解放、長期的な政治的な解決はもちろんですが、今

すぐ一般市民の犠牲を止めるべく、停戦の呼びかけ、負傷者や難民の救済は、道徳的義

務として必然なことだと考えます。  

斑鳩町議会は、このようなガザ住民の深刻な人道状況を深く憂慮し、日本政府に対し、

これまで中東地域で信頼を得てきた日本が、その中心となって人道目的の即時停戦決議

を履行するため積極的な役割を果たすとともに、引き続き、迅速な人道支援を行うこと

を強く求めます。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。  

令和６年６月２０日  

奈良県斑鳩町議会  

以上です。議員皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。  

〇議長（中川靖広君）  お諮りします。  

本案については、質疑、討論を省略し、原案どおり可決することに、ご異議ございま

せんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

〇議長（中川靖広君）  異議なしと認めます。  

よって、発議第２号については、満場一致をもって可決されました。  

本意見書は、関係機関に送付します。  

続いて、日程４．各常任委員会の閉会中の継続審査についてを議題とします。  
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各常任委員長から、委員会において審査中の事件について、斑鳩町議会会議規則第７

５条の規定により、お手元に配布しております申出書のとおり、閉会中の継続審査の申

し出があります。  

  お諮りします。  

各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ございま

せんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

〇議長（中川靖広君）  異議なしと認めます。 

よって、各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定さ

れました。  

各常任委員会には、それぞれの事件における閉会中の審査について、よろしくお願い

します。  

続いて、日程５．議会運営委員会の閉会中の継続審査についてを議題とします。  

  議会運営委員長から、委員会において審査中の事件について、斑鳩町議会会議規則第

７５条の規定により、お手元に配布しております申出書のとおり、閉会中の継続審査の

申し出があります。  

  お諮りします。  

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

〇議長（中川靖広君）  異議なしと認めます。 

よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定されまし

た。 

議会運営委員会には、閉会中の審査について、よろしくお願いします。  

ここでお諮りします。  

  皆様のお手元に配布しております、追加日程３．研修会への参加派遣についてを日程

に追加し、審議することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

〇議長（中川靖広君）  異議なしと認めます。 

  よって、追加日程３．研修会への参加派遣についてを日程に追加し、審議することに

決しました。  

  それでは、追加日程３．研修会への参加派遣についてを議題とします。  
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 研修会への参加派遣について、斑鳩町議会会議規則第１３０条及び斑鳩町議会議員の

行政視察等派遣に関する要綱第１９条の規定により、お手元に配布しております計画書

のとおり、これを承認することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

〇議長（中川靖広君）  異議なしと認めます。 

  よって、研修会への派遣については、満場一致をもって承認されました。  

  以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了しました。  

  閉会に先立ちまして、町長の挨拶をお受けします。  中西町長。 

〇町長（中西和夫君）  令和６年第２回町議会定例会の閉会にあたりまして、一言ご挨拶

申しあげます。  

本定例会では、斑鳩町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例についてなど、２２議案を提出させていただきましたところ、議員皆様方

には、終始熱心にご審議を賜り、いずれの議案につきましても、原案どおりご承認賜り

ましたことに対しまして、深く感謝申しあげますとともに、厚くお礼を申しあげさせて

いただきます。 

さて、先日、６月１８日には、前線上の低気圧の影響により、激しい降雨となりまし

た。町は、災害警戒体制をとり、河川の水位警戒や避難所の開設準備等の対処にあたり

ましたが、一部の道路の冠水はあったものの、幸いにも、人的被害や住居への浸水など

は発生しなかったところであります。  

出水期を迎え、今後も、大雨や台風による被害が懸念されるところでありますが、万

全の体制で臨み、住民皆様の安全・安心のため尽力してまいります。  

終わりに、ますます暑い季節に向かってまいります。議員皆様方におかれましては、

くれぐれもご自愛くださいますようお祈り申しあげまして、本定例会の閉会のあいさつ

とさせていただきます。ありがとうございました。  

〇議長（中川靖広君）  これをもって、令和６年第２回斑鳩町議会定例会を閉会します。  

どうもお疲れ様でした。 

（午前１０時０５分 閉会） 


